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１ はじめに                                       

本市では、第 8 次豊田市総合計画（平成 29 年度～令和 6 年度）において、

将来都市像「つながる つくる暮らし楽しむまち・とよた」を掲げ、「学び合

い」を計画推進の重要な視点として位置づけるとともに、重点施策「高齢者社

会への適応、基本施策「生涯学習」を基本にまちづくりを進めています。 

 今後も、後期高齢者の急増や高齢化率の増加が見込まれ、長寿社会、いわゆ

る「人生 100 年時代」が近い将来、ミライのフツーになるといえます。また、

ＶＵＣＡ時代1と言われ、気候変動、未曾有の自然災害や感染症、ＡＩ（人工知

能）をはじめとしたデジタル化の進展など社会環境が非常に速いスピードで変

化しています。特に、新型コロナウイルス感染症の災禍においては、外出自粛

や社会的距離の確保を余儀なくされ、人々が集う活動や対話の機会が減るなど

に多くの影響をもたらしています。 

国においても、平成２９年に人生１００年時代構想会議（内閣官房）におい

て、人々が人生１００年時代を迎えて、学び直し等を通じてさまざまな人生の

舞台で活躍できる仕組みをつくることが提唱されて以降、令和４年度の政府の

骨太方針にも学び直しが明記されるなど、今後わたしたちが長寿社会とどう向

き合うかについて多方面で議論が進められています。 

こうしたなか、生涯学習の役割や意義を改めて再定義するとともに、本市の

これまでの取組等も踏まえて次期総合計画（令和 7 年度～）の策定を見据え、

「人生１００年時代における学びのあり方と方策」について、中長期的な視点

や施策をとりまとめます。 

なお、とりまとめにあたっては、令和４・５年度において豊田市生涯学習審

議会を設置し、調査審議を行いました。 

  

                                     

1 VUCA 時代とは、Ｖ(Votillity：変動性)、U(Uncertainty：不確実性)、C(Complexity：複雑

性)、Ａ(Ambiguity：曖昧性）の４つの単語の頭文字で、変化が激しく不確実な未来や、予測

できないような複雑な問題、解決策が曖昧で正解が一つとは限らない状況など、目まぐるしく

かたちを変える現代社会を示した言葉 



2 

 

２ 国の動向                                      

（１）文部科学省：中央教育審議会生涯学習分科会 

 同分科会は、令和３年５月～令和４年７月の期間に生涯学習等に精通する委

員によって審議され、以下のとおり議論が整理されました。 

＜現状と課題＞ 

社会やライフスタイルの変化等により、人と人とのつながりの希薄化、困難

な立場にある人々（貧困の状況にある子供、障害者、高齢者、孤独・孤立の状

態にある者、外国人等）などに関する課題が顕在化・深刻化し、社会的包摂

と、その実現を支える地域コミュニティが一層重要になっている。 

新しい資本主義に向けた人への投資の充実、デジタル社会の進展への対応の

必要性が増大し、社会人の学び直しをはじめとする生涯学習が一層重要になっ

ている。特に、デジタルデバイド（情報格差）解消や、国民全体のデジタルリ

テラシー2向上が喫緊の課題になっている。 

＜生涯学習・社会教育の役割＞ 

生涯学習は、職業や生活に必要な知識を身につけ自己実現を図るためのもの

である。また、他者との学び合い・教え合いにより豊かな学びにつながるもの

である。社会教育は、学びを通じて「人づくり・つながりづくり・地域づく

り」の循環を生み、持続的な地域コミュニティを支える基盤となるものであ

る。人生 100 年時代・VUCA の時代においては、こうした従来の役割に加え、

ウェルビーイング3の実現、地域コミュニティの基盤、社会的包摂の実現、デジ

タル社会に対応といった時代に即した概念と密接不可分なものである。 

＜今後の生涯学習・社会教育の振興方策＞ 

上記のような現状・課題等に対応して、生涯学習・社会教育がその役割を果

たしていけるよう、以下のような方策を推進する必要がある。 

① 公民館等の社会教育施設の機能強化 

② 社会教育人材の養成、活躍機会の充実 

③ 地域と学校の連携・協働の推進 

④ リカレント教育4の推進 

⑤ 多様な障がいに対応した生涯学習の推進 

                                     

2 デジタルリテラシーとは、新しいデジタル技術を生活や仕事に活かすこと 
3
 ウェルビーイングとは、「幸福」のことで、心身と社会的な健康を意味する概念 

4 リカレントとは、繰り返すという意味で社会に出たあとも必要なタイミングで再び学ぶこと 
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（２）文部科学省：中央教育審議会教育振興基本計画部会 

同部会は、次期教育振興基本計画の策定に向けて、議論・検討がなされてい

ます。※パブリックコメントによる意見募集中 

＜次期計画のコンセプト＞ 

 ・2040 年以降の社会を見据えた持続可能な社会の創り手の育成 

・日本社会に根差したウェルビーイングの向上 

＜今後の教育政策に関する基本的な方針＞ 

 ・グローバル化する社会の持続的な発展に向けて学び続ける人材の育成 

 ・誰一人取り残さず、全ての人の可能性を引き出す共生社会の実現に向けた

教育の推進 

 ・地域や家庭で共に学び支え合う社会の実現に向けた教育の推進 

（３）内閣府：経済財政運営と改革の基本方針 2022【骨太の方針】 

デジタル化や脱炭素化という大きな変革の波の中、人口減少に伴う労働力不

足にも直面する国において、創造性を発揮して付加価値を生み出していく原動

力は「人」であるという考え方のもと、新しい資本主義に向けた重点分野とし

て人への投資が位置づけられました。 

同方針では、社会全体で学び直し（リカレント教育）を促進するための環境

を整備し、学び直しによる成果の可視化と適切な評価、学び直し成果を活用し

たキャリアアップや兼業・副業の促進、学ぶ意欲がある人への支援の充実や環

境整備、成長分野のニーズに応じたプログラムの開発支援や学び直しの産学官

の対話、企業におけるリカレント教育による人材育成の強化等の取組を進める

としています。 

 

（４）厚生労働省：職場における学び・学び直し促進ガイドライン

（令和 4年 6月） 

職場における人材開発（人への投資）の強化を図るため、企業労使が取り組

むべき事項等が体系的に示されました。 

 同ガイドラインでは、変化 の時代における 労働者の「自律的 ・主体的か

つ継続な学び ・学び直し 」の重要性や学びのプロセスに沿った取組の考え

方・留意点や取組例が提示されています。また、経営者やリーダーの役割、キ

ャリアコンサルタントの役割などが指摘されています。 
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３ 本市の現状                                      

（１）推進体制 

本市では、これからのまちづくりの方向性を示した行動計画である「第 8 次

豊田市総合計画（平成 29 年度～令和 6 年度）」を基本に総合的に生涯学習施策

を推進しています。同計画では、推進するうえでの重要な視点として「学び合

い」を位置づけ、まちづくりの基盤とし学びを定義しています。 

また、市内に生涯学習・交流・市民活動の促進を図る地域拠点として、中学

校区ごとに 28 か所「交流館」を設置しています。 

＜重点施策＞ 

超高齢社会への適応に向けて、「住み慣れた地域の中で、年齢や身体の状

態、家庭環境等にかかわらず、社会と関わりを持ちながら、誰もが安心して、

健やかに、自分らしく暮らしている。（幸福寿命を全うできるまち）」の実現を

めざし、「生涯活躍の推進」を位置付けて推進しています。 

＜基本施策＞ 

生涯学習分野において、「生涯を通じて学び・育ち、誰もが活躍できるまち

の実現」に向けて３分野９施策を位置づけて推進しています。 

学び・育ち 

① 生きぬく力を育む学校教育の推進 

② 安全・安心で快適に学べる教育環境の充実 

③ 地域による次世代人材の育成の促進 

④ まちへの誇りや愛着につながるものづくり学習の推進 

⑤ 高齢者が活躍できる環境の充実 

⑥ 女性が活躍できる環境の充実 

スポーツ ① スポーツ資源を生かした活力ある社会の実現 

歴史・文化 
① 歴史や文化財の継承と魅力の発信 

② 文化芸術を生かしたまちの魅力づくりの推進 

 

  

▲８次総合計画体系 ▲逢妻交流館 
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（２）本市の特徴 

 自動車産業を中心に発展しつつ、豊かな自然環境を保有しているほか、多様

で充実した担い手を有するなど、生涯学習を推進する資源が豊富にあります。 

＜世界的な自動車産業の拠点として発展してきた都市＞ 

トヨタ自動車株式会社やグループ企業を中心とした自動車産業の生産拠点が

集積し、自動車産業の世界的拠点として発展してきました。自動車産業を中心

としたものづくりに関わる企業への就業率が高く、その企業文化は地域の生活

にも浸透しています。 

＜豊かな自然、多様な歴史・文化を持つ都市＞ 

 豊かな森林、矢作川などの水資源を始めとした自然や歴史・文化・スポーツ

などの多様な地域資源を有しており、世界的なイベントも開催されています。 

＜多様で充実した担い手を有する 40 万人都市＞ 

 住民が主体となって地域活動を展開する自治区が全市域に存在し、地域のつ

ながりによる様々なまちづくり活動が行われています。地域自治システムの展

開など共働による個性豊かなまちづくりが進められています。さらに、企業を

はじめとした様々な団体が、活発な社会貢献活動を実施し、学生や外国市民な

ど、多様なまちづくりの担い手を有しています。 

 

（３）本市を取り巻く社会環境の変化と課題 

超高齢社会の進展や新型コロナウイルス感染症による新たな日常など日々社

会環境が変化しており、時代の変化にあわせた生活様式や学びを暮らしに取り

入れていくことが必要です。 

＜超高齢社会の進展＞ 

 令和７年には豊田市の７５歳以上の人口が１５年前と比較して２倍以上に増

加し、今後も高齢者人口が増加し続けると予測されており、医療・介護サービ

スの供給不足や社会保障費の増加等が危惧されます。また、若年層の転入人口

の減少や家族形成期世代の転出超過が続けば、地域の担い手不足や、地域の活

力の低下、まちづくり活動の停滞が危惧されます。 

＜産業構造の大転換＞ 

 自動車産業では、国内市場の縮小や国際競争の激化等の進展により、従来の

産業構造が大きく変化する可能性があります。特に中小企業においては、新た

な技術や製品の開発等による企業力の強化が必須となっており、イノベーショ

ンや新たな挑戦への気運を醸成していくことが求められています。 
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＜新型コロナウイルス感染症による「新たな日常」＞ 

 新型コロナウイルス感染症により、経済活動や日常生活が大きく制限されま

した。一方でデジタル化の進展などにより、市民の価値観やライフスタイルの

多様化が加速化しました。 

＜大規模自然災害・気候変動＞ 

 本市は、南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されているほか、活断層の

存在が指摘されるなど、巨大地震や直下型地震の発生に備える必要がある。ま

た、気候変動の進行に伴い、極端な高温や多めによるリスクがさらに増加する

と予測されています。 

 

（４）本市の主なトピック等 

直近の本市の主なトピック等は以下のとおりです。 

＜全市的な規則や方針に関するもの＞ 

 ・ＩＣＴ活用ビジョンの策定（令和 2 年－令和 6 年） 

・地域共生社会の実現に向けた相互理解の促進及び意思疎通の円滑化に関す

る条例（令和３年施行） 

 ・山村地域の持続的発展及び都市と山村の共生に関する条例(令和 4 年施行) 

 ＜具体的な取組＞ 

・「ファミリーシップ宣言」の開始（令和 3 年） 

・官民連携介護予防「ずっと元気！プロジェクト」の開始（令和３年） 

・第４次教育行政計画の策定（令和４年－令和７年） 

・世界ラリー選手権の開催（令和４年－令和５年） 

・部活動の地域移行の検討（令和４年－） 

・（仮称）豊田市博物館（令和 6 年開館予定） 
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４ 人生１００年時代における学びのあり方と方策（案）                     

令和 2 年国勢調査によると、本市に在住する 65 歳以上の住民は、97,411

人、100 歳以上の住民は 149 人であり、人生１００年を享受する時代にいよ

いよ来ているといえます。人生１００年時代においては、これまでの人生８０

年時代の生き方とは価値観を転換した新しい生き方が求められており、こうし

た誰もが長生きする社会において、国が示す学びの役割等を踏まえた今後の学

びの考え方や方策を示します。 

（１）基本的な考え方（案） 

■これからの社会のあるべき姿                                  

高齢社会においては高齢者が焦点にあたりがちですが、子ども、若者及び中

高年といった他の世代も未来へと自らの生活を営んでいます。その意味では、

高齢者を問題と見なすことでその解決を模索するのではなく、次の世代へと受

け渡していくために、高齢者を含めた大人が次の世代である子どもたちにどの

ように向き合い、どのように関わり、どのようなロールモデルを示して、彼ら

をこの社会を担う主役へと育てあげるのかが重要です。 

そのためには、年齢や対象で切り分けるのではなく、いかにつなげていくか

が大切であり、高齢者も含めたすべての人々が社会の能動的な主役の社会をつ

くることが必要です。 

それは、高齢社会ではなく健康長寿社会であり、一人ひとりが個性と多様性

を尊重され、それぞれの希望に応じて能力を発揮することで、居場所と役割を

もってつながり、生涯を通じて健康でアクティブに活躍できることが望まれま

す。 

 

■生涯学習の意義                                 

 生涯学習とは、学校教育、家庭教育、社会教育、企業内教育、文化活動、ボ

ランティア活動、趣味など様々な場や機会において行う学習のことをいい、自

分がやりたいことに応じて学び続けることで自分の人生を豊かにしていくもの

です。こうした教養・文化的側面による人生の充実やウェルビーイングの実現

はもちろんのこと、定年延長でより長く働くことが求められるなか、就労機会

の拡大などにつながる社会人の学びの重要性が高まっています。また、急速な

デジタル化の発展など社会変化に適応や複雑化する社会や地域の課題に対応す

るためにも学びの役割が再認識されています。 

 こうしたことから、学びはまちづくりの基盤であり、豊田市第８次総合計画

に位置付ける「学び合い」の考え方は、今後も必要な視点となります。 
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＜学び合い＞ 

「つながりや価値、可能性をつくること、行動すること」は、知ること、気づ

くこと、他を認めること、考えること、体験すること、他と共有することなど

を通じて形づくられていくもの、そうした過程を「学び合い」と表現していま

す。「学び合い」は、一人ひとりの主体性により取り組まれるものであり、い

つでも、どのような形でも展開が可能です。また、個人にとっては、自分らし

らの獲得や人生を豊かにすることにつながり、地域社会にとっては、関わる人

材が育ち、可能性がさらに広がることにつながるものです。 

 

■これからの学びに必要な視点                       

＜探究的かつ対話的な学び＞ 

変化が激しく複雑化する社会において、これまで正解とされてきたことが変

わる可能性があり、自ら問いを立て失敗を繰り返しながら解決に導き、自らの人

生をつくっていく探究的な学びが必要とされています。また、探求して新しいも

のを発見していく喜びを身に付けていくことに加え、主体的で対話的な深い学

びのもと、学んだことを私物化せず、教え合う関係が必要です。こうした学びの

必要性が高まっている一方で、「知の深化と知の探索」の両方を必要兼ね備える

ことでより学びが充実します。 

＜世代間交流による学び＞ 

 世代間交流とは、世代の異なる人が相互に交流し、互いの生活文化や価値観

の理解を深めるために行われる活動であり、これからの学びにおいて、互いに

持っている能力や知識・技能などの交流や相互承認の関係性が期待されます。

また、子どもにとっては、高齢者を含む大人と関わることで、生活能力や職業

観など豊かな経験や暮らしの知恵や技術を学ぶことができます。一方、高齢者

を含む大人にとっては、次の世代を担う子どもたちとの関わりを通して自己有

用感や幸福感を得るなど学び合うことによる効果が期待されます。また、子ど

もたちに高齢者を含む大人の背中を見せる機会が子どもたちの未来をつくるこ

とにつながります。 

＜学び直し／リスキリング・リカレント教育＞ 

これまでは、学校教育で学んだことを基盤に人生のキャリアを描くことがで

きましたが、定年の延長（７０歳まで努力義務化）なども踏まえ、仕事で求め

られる知識やスキルをライフステージや時代の変化に合わせて更新し、主体的

なキャリア形成や自己実現などのために学び直しをすることの重要性が高まっ

ています。また、学び直しをする際には、これまでの経験や学びによる既成概

念や思考の癖をほぐして自己理解を深めるなど「アンラーン」が有効です。 
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＜学びの可視化＞  

 生涯にわたって能動的に学び続けるための仕組みとして、学習した知識やス

キルを可視化することで学習の奨励及び評価することが求められています。こ

れまでは、学習したことの評価軸として学歴が重要視されてきましたが、今後

は学習歴が新しい指標の一つとして期待され、中長期的に学習するための動機

付けとなり生涯学習者の育成につながります。 

＜デジタル技術の活用＞ 

 新型コロナウイルス感染症対策などを契機にデジタル化やオンライン化の取

組が加速化しました。学習理解度にあわせた個別最適な学びや時間や場所の制

約ない学ぶ環境を提供できます。また、対人コミュニケーションが苦手な方に

対しての選択肢としても有用な手段といえます。一方、デジタル技術の進化は

めまぐるしいことから利用者である市民の情報リテラシー向上やデジタル格差

を解消することが求められます。 

＜アントレプレナーシップ教育＞ 

 急速に変化する社会や複雑化する課題に対応するためには、イノベーション

をもたらし新たな価値を創出するための思考や行動要素が必要であり、アント

レプレナーシップ（起業家精神）がこれからの時代に必要です。そのために

は、挑戦と失敗に対して寛容な土壌や挑戦を支える仕組みが重要です。本市

は、ものづくりを中心に発展してきたまちであり、経済産業の発展において必

要な視点です。 

＜地域コミュニティでの学びと実践＞ 

 地域コミュニティにおいては、課題が複雑化するなか、コミュニティの希薄

化、高齢化による担い手減少などが懸念されています。こうした状況下におい

て、学びの重要性が再認識されており、住民同士が関係性を紡ぎ、学び合い、

認め合うことで地域の課題解決や活性化など地域自治の推進に寄与します。ま

た、学びやつながりを生かして、実践と失敗を繰り返しながら新たな価値を生

み出していくことが必要です。 

＜社会的包摂・ＳＤＧｓ＞ 

 誰一人取り残さないＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の理念に鑑み、高齢

者、障がい者、外国人、不登校や貧困の状況にある子どもなど誰もが平等に学

習機会を得られるよう環境の充実を図ることが必要です。 

＜ＮＰＯ・企業・大学等とのパートナーシップ連携＞ 

地域や社会にある豊富な学びの資源を生かしていくために、ＮＰＯ・企業・

大学等の多様な主体と連携していくことが必要です。 
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（２）具体的な方策（案） 

■目指す姿                                       

 

 

 

 

■施策・取組                                  

●Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｙ＆Ｐｌａｃｅ／学習機会と場の提供 

 市民が主体的に学習に取り組むための機会と場を提供します。 

 

 

 

●Ａｃｔｉｖｅ＆Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ／活躍機会の創出と地域活性化 

 市民が学習成果を発揮するための行動機会をつくり、地域の課題解決や活性

化につなげます。 

 

 

 

●Ｆｕｔｕｒｅ／未来を担う人材の育成 

 これからの未来を担うこどもを起点とした学習や体験機会をつくります。 

 

 

 

●Ｌｉｆｅ Ｃａｒｅeｒ／中高齢者のライフキャリア支援 

 中高齢者が生涯にわたり活躍できるための学習や就労等を支援します。 

 

 

 

 

■推進体制                                    

＜市＞ 

総合計画を基本に総合的に推進しつつ、各分野の個別計画において推進しま

す。また、推進にあたっては、関係部署と密に連携を図るとともに、各種団体

等民間との共働により効果的に行うものとします。 

・一人一人の暮らしを起点にし、生涯にわたる学び・活動・体験を通じて 

豊かさや幸せを実感できるまち 

・いくつになっても学び直しやチャレンジなどやりたいことが叶えられるまち 

 

例）・学びのプラットホームづくり ・デジタル格差の支援 

・交流館をはじめとした拠点の充実 ・学びの可視化 など 

 

例）・学びを軸にした地域づくり ・多世代による交流機会の創出 

  ・地域をつなぐ人づくり  など 

例）・郷土や職業観に関する学び ・多世代による交流機会の創出 

  ・時代に即した学び ・個別最適な学びや居場所  など 

例）・学び直し／リスキリングの機会提供 ・キャリアの棚卸し 

   ・就労や副（複）業支援 ・挑戦機会の創出 

令和 5年度に議論していく事項 
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○小宮山 利恵子 ㈱リクルートスタディサプリ教育 AI 研究所 所長 

坂元 玲介 とよた多世代参加支援プロジェクト 会長 

戸田 友介 株式会社 M-easy 代表取締役 

藤本 修身 市区長会 理事 

古川 由香 市民公募 

古澤 三秀 市民公募 

◎牧野 篤 東京大学大学院教育学研究科 教授 

三ツ石 靖子 市文化振興財団 交流館課 主任指導主事 


